
質　問　回　答　書

業務名：ふるさと納税推進業務委託

№ 質問事項 回答
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5 ご認識のとおりです。

6 区別はございません。
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13 具体的にはございません。
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共同体の構成員として参加する場合、「参加意向申出書」について、構成員それぞれで提出が
必要でしょうか。

　「募集要項」３のとおり、共同提案の場合
は、グループとして提出してください。

「業務受注実績調書」について、複数企業でのコンソーシアム形式で応募する場合、構成企業
単独での受託内容も記載することは可能でしょうか。

　「募集要項」３のとおり、グループを構成す
る場合、その構成員数は最大２者までとなって
おります。
　グループを構成するどちらかの者の実績をご
記載することは可能です。

（第3号様式その2）業務受注実績書について､記載要領に「過去5年度以内の実績」とあります
が 実施時期の記載にあたっては、契約開始日（または開始年度）を基準として記載してよい
か、あるいは委託開始年度の契約開始日を基準とするのかご教示願います。
　また、現在履行中の業務については、「（継続中）」等の注記を付して記載して差し支えな
いか、併せてお伺いいたします。

　過去５年度以内（令和２年度～令和６年度）
に、地方公共団体との事業を完了している実績
のみをご記載ください。

共同体の構成員として参加予定ですが、企画提案書類 様式１表紙について、発行責任者は共同
体の代表者の責任者を記載する認識でよろしいでしょうか。
　また、担当者について、構成員双方の項目を記載させていただいてもよろしいでしょうか。

　ご認識のとおりです。グループ協定書（第３
号様式その３）で定める代表者をご記載くださ
い。担当者についても、代表となる担当者１名
をご記載ください。

企画提案書の提出について、要項に「提案者を判別できる社名等を記載しないように」とあり
ますが、（様式２）「提案者の概要」には商号や所在地などの記入欄が設けられています。こ
の場合、当該欄には通常どおり会社名等を記載して差し支えないでしょうか。

提出部数は8部とのことですが、上記質問も踏まえ、正本・副本の区別はございますか。

共同体の構成員として参加予定ですが、構成員分の書類を一度代表者へ送付する必要があるた
め、（様式２）「提案者の概要」に記載する売上高欄など社外秘情報を含む箇所をマスキング
シール等で一時的に覆った状態で提出しても差し支えないでしょうか。（※はがせるタイプの
シールを使用し、事務局側で必要に応じて確認可能な形を想定しております。）

　提出書類へのマスキングシール等の使用はご
遠慮ください。

提出書類の様式3,4,6,7について、提案書番号の記載と、様式に記載のある項目を満たしていれ
ば、任意様式で作成してもよろしいでしょうか。

　「募集要項」８⑺のとおり、指定の様式で作
成ください。

プレゼンテーションの順番の決定方法をご教示ください。 　担当課にて、参加意向申出書を受理し、参加
資格が確認できた順番にて決定いたします。

評価委員の人数、部署、役職をご教示ください。 　評価委員については、契約締結前には公表い
たしません。

出席者について、プレゼンテーションの際は、グループによる参加の場合は、1グループあたり
2名以内と記載がございますが、共同体参加にて、2社 計4名で参加可能であるという認識でよ
ろしいでしょうか。

募集要項10⑶ウのとおり、１グループで2名ま
でとなります。

上記同様、説明時間については2社計40分以内という認識でよろしいでしょうか。 募集要項10⑶エのとおり、１グループ20分以内
となります。

【業務委託要求水準書】
現在追加検討中のポータルサイトがあればご教示ください。

さとふるの現契約プランをご教示ください。 　さとふるとは、以下の業務を除いた業務につ
いて委託契約をしております。
・寄附管理システムの管理運営業務
・寄附金受領証明書等の発送に関する業務
・ワンストップ特例制度に関する業務

さとふるの想定委託業務範囲をご教示ください。「さとふる（パートナーサイトを含む）」
は、中間事業者としてポータルサイトの管理の権限を有しておらず、特例申請書の受付のみ対
応可能という認識でおります。対応が可能な場合に本業務に含まれる業務範囲はこの理解で相
違ないでしょうか。

　さとふるについては、さとふるでの、本市ふ
るさと納税に係る管理運営、返礼品の発注およ
び配送管理等について委託することを想定して
おります。
　市は寄附情報や配送情報のデータを寄附管理
システムに定期的に取り込み、受注者におい
て、その情報を基に、寄附金受領証明書やワン
ストップ特例制度に関する業務を実施していた
だくことを想定しております。

令和6年度の上位返礼品20品と、それぞれの寄附額と、件数についてご教示ください。 　寄附件数の上位から、馬肉（馬刺し）、米
（コシヒカリ）、米（ミルキークイーン）、米
（食べ比べ）、旅行（クーポン・ポイント）、
果物類（柿）、日本酒（日本酒セット）、米
（福、笑い）、旅行（宿泊券）、調味料・油
（味噌）、会津漆器（会津漆器（食器））、パ
ン（ベーグル）、豚肉（調理用豚肉加工品）、
飲料（甘酒）、地元料理（鰊の山椒漬）、日本
酒（普通酒）、菓子（その他菓子）、乳製品・
ソース（はちみつ）、ラーメン（ラーメンセッ
ト）の順となっております。
　なお、個別の寄附額及び件数については、公
表を差し控えさせていただきます。

令和6年度の寄附受入額に対するジャンル別構成比をご教示ください。 上位5つについては、下記のとおりです。
馬刺し　39.5%
米（コシヒカリ）17.2%
米（ミルキークイーン）8.8%
米（食べ比べ）7.7%
旅行クーポン・ポイント4.7%

受領証明書・ワンストップ特例申請書の封筒・郵送料については受注者負担との記載がござい
ますが、受領証明書発行費用については委託料に含む認識でよろしいでしょうか。また、ワン
ストップ特例申請書の受付費用は貴庁負担の認識でよろしいでしょうか。

要求水準書７のとおり、受領証明書発行費用、
ワンストップ受付費用ともに委託料に含みます
（本市負担）。

現在の貴庁と受託者の著作物の権利帰属についてご教示ください。現在掲載している返礼品デ
ータ（ページ・画像、その他）及び返礼品情報の引き継ぎは可能でしょうか。

ポータルサイト上のデータについては、受託事
業者の責任のもと前受託者から引継ぎ可能とな
っております。

「令和8年3月31日までの受付分の寄付に対する未発送の返礼品の配送やワンストップ特例申請
の受付、寄附金受領証明書の再発行依頼等の問い合わせの対応について、前委託事業者から引
き継いで実施すること」と記載がございますが、4月1日以降に発送予定となる定期便や先行予
約品等について、引継ぎの想定件数をご教示ください。 

現時点では、想定件数を見込めませんが、定期
便は18件の登録があり、先行予約は基本的に受
け付けておりません。



質　問　回　答　書

業務名：ふるさと納税推進業務委託

№ 質問事項 回答
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23 市が契約している配送会社はございません。
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30 ご認識のとおりです。

31

32

33

34

35

36

37

令和6年度の返礼品の発送数量について下記情報をご教示ください。
　◯年間出荷件数
　◯サイズ別出荷比率（60/80/100/120/140/160/180/200）
　◯常温、クールの比率
　◯地域別の発送個数
　（北海道、北東北、南東北、関東、信越、北陸、中部、関西、中国、四国、九州、沖縄）

令和６年度は8,655件の発送がありましたが、
サイズ、常温・クールの別、地域別等の内訳に
ついては集計しておらず把握しておりません。
なお、見積書作成条件上の配送料は、平均値と
して966円としていますので参考としてくださ
い。

下記の配送単価をご教示ください。
　◯60サイズ常温（関東のみ）
　◯60サイズクール（関東のみ）
　◯80サイズ常温（関東のみ）
　◯80サイズクール（関東のみ）

　№21をご確認ください。　

現在、貴庁で使用している配送会社をご教示ください。
　また、WEB出荷コントロールサービスはご利用でしょうか。

過去に実施されたプロモーション施策と、その成果（成功点や課題点など）について共有いた
だける内容があればお聞かせください。

　ポータルサイトや市ホームページを通じた情
報発信の他、首都圏でのイベント開催時におけ
るふるさと納税のパンフレットの配布などを行
いました。今後については、さらなる寄附額の
増加に向け、効果的なプロモーションに取り組
んでいきたい考えであります。

令和6年度に実施したプロモーションと費用についてご教示ください。 　令和６年度については委託料の範囲内で実施
してまいりました。

令和6年度の広告費をご教示ください。また、令和8年度の広告予算をご教示ください。 　№25をご確認ください。
　令和８年度については、提案に基づき、協議
の上、別途予算を確保し実施を検討しますが、
具体的な金額は予算成立後になるため現時点で
はお示しできません。また、協議に基づき実施
の要否を検討するため、提案いただいた内容を
必ず実施する訳ではありません。

新たに有料オプション等の導入を行う場合の費用については、参考見積書のその他費用に記載
を行う認識でよろしいでしょうか。

　広告費用は、委託料には含まれません。提案
内容に応じて別途広報内容を検討予定です。
　広告費以外の有料オプションの費用について
は、その他費用にご記載ください。

◆パンフレット制作に関する事項
要求水準書の⑺ プロモーションに関する業務の部分に
エ 本市へのふるさと納税を案内するパンフレットのデザインを年１回、1種類以上作成するこ
と。と記載がございますがこちらについて現段階で想定している仕様や規格はございますでし
ょうか

　Ａ３/１枚/中綴じ/両面カラー印刷　を想定
しております。

◆再委託に関する事項
実施要領の13 その他留意事項に
⑸本業務の受託者は、業務の全部又は主たる部分を一括して
第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとする場合は
あらかじめ市の承認を受けること。
ただし、原則として再委託に係る経費の合計が委託料総額の50％以上の再委託は認めない。
とございますが、委託料総額には「商品代金」「送料」は含まれますでしょうか。

　再委託が可能な金額については、発注者が実
費を負担する「返礼品調達費」及び「返礼品配
送料」を除いた実際の対価の額で判断いたしま
す。

コンソ―シアムを組む2社がいた場合
今回における再委託の意味合いとしては3社目に業務に委託する場合を指す
認識で間違いないでしょうか。

◆プロポーザル参加に際して
現在、3社チームで企画提案を考えております。
その場合は2社がコンソーシアムを組み、残り1社は再委託とするという
形式を組んでプロポーザルに参加することは可能でしょうか。
なお、その際は再委託側となる企業が提案プレゼンテーションに参加することは可能でしょう
か

　今般のグループでの参加については、２者ま
でとしているため、ご質問の再委託の形式は実
質的に３者での参加となるため、認められませ
ん。

企画書に再委託側となる企業の実績と担当者名などを体制図を記載することは可能でしょうか
。

　全部又は主たる部分の再委託は認めておりま
せんが、承諾できる条件が整っている場合（部
分的かつ補助的業務で、かつ委託料総額の50％
未満であることが確実である場合に限る。）で
あれば記載を可能とします。ただし、受注者と
なった場合、契約締結後に承諾が必要となりま
す。

◆寄附状況について
貴市の2024年度における返礼品ランキングと
返礼品ジャンル別構成比率をご教示いただくことは可能でしょうか。

　上位5つについては、下記のとおりです。
馬刺し　39.5%
米（コシヒカリ）17.2%
米（ミルキークイーン）8.8%
米（食べ比べ）7.7%
旅行クーポン・ポイント4.7%

◆５業務内容（４）返礼品の発注及び配送管理等に関する業務
令和6年度の返礼品の発送数量について下 記情報をご教示ください。  
・サイズ別出荷比率 （60/80/100/120/140以上）
・常温、クールの比率
・地域別の発送個数 （北海道、東北、関東、中部、北信越、 関西、中国、四国、九州、沖縄
）

　令和６年度は8,655件の発送がありましたが
、サイズ別出荷比率、常温・クールの比率、地
域別の発送個数については集計しておらず把握
しておりません。
　なお、見積書作成条件上の配送料は、平均値
として966円としていますので参考としてくだ
さい。

◆現在の下記の配送単価をご教示ください。
・60サイズ常温（関東のみ）
・60サイズクール（関東のみ）
・80サイズ常温（関東のみ）
・80サイズクール（関東のみ）

　№34をご確認ください。　

①書面の作成について（グループ参加の場合）
「参加意向申出書」「提案書」の提出者（右上部分）は代表会社の記載のみで
よろしいでしょうか？

　グループ協定書（第３号様式その３）で定め
る代表者をご記載ください。

②（様式２）提案者の概要
グループ参加の場合、2枚に分けて1社ずつ記載するのでしょうか？
それとも代表会社だけで良いのでしょうか？
「※Ａ４用紙１ページ(縦使い・片面)にまとめること。」とあります。

　「募集要項」３のとおり、共同提案の場合は
、グループとして提出してください。
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業務名：ふるさと納税推進業務委託

№ 質問事項 回答
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49 　問題ございません。
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③昨年度の配送料について
　合計金額、件数、常温品・クール便の割合をエリア別に教えてください。

令和６年度は8,655件、7,832千円でした。常温
品・クール便の割合の内訳の公表は差し控えさ
せていただきます。　

④昨年度と今年度の返礼品のTOP10と、寄附件数、寄附金額を教えてください。 　令和６年度は、寄附件数の上位から、馬肉
（馬刺し）、米（コシヒカリ）、米（ミルキー
クイーン）、米（食べ比べ）、旅行（クーポ
ン・ポイント）、果物類（柿）、日本酒（日本
酒セット）、米（福、笑い）、旅行（宿泊
券）、調味料・油（味噌）の順となっておりま
す。

　令和７年度は、　馬肉（馬刺し）、米（コシ
ヒカリ）、旅行（クーポン・ポイント）、米
（ミルキークイーン）、果物類（柿）、米
（福、笑い）、日本酒（純米吟醸酒その他・、
旅行（宿泊券）、日本酒（日本酒セット）、パ
ン（ベーグル）の順となっております。（11月
20日時点）

　なお、個別の返礼品名、寄附額及び件数につ
いては、公表を差し控えさせていただきます。

⑤昨年度と今年度の広告費予算を教えてください。 　令和６年度及び令和７年度については委託料
の範囲内で実施してまいりました。

⑥事業者との契約先は自治体、または中間事業者どちらでしょうか？どちらともでしょうか？ 　現在、返礼品提供事業者においては、「会津
若松市ふるさと納税返礼品提供事業者募集要項
」のとおり、市において返礼品提供事業者の登
録決定後、中間事業者と返礼品提供に係る契約
を締結することになっております。

⑦事業者と誓約書を交わしておりますでしょうか？
また、事業者に生産物賠償保険の加入を義務付けておりますでしょうか？

　「会津若松市ふるさと納税返礼品提供事業者
募集要項」に基づき、返礼品提供事業者登録申
請書兼変更届が誓約書を兼ねております。
　生産物賠償保険の加入は義務付けておりませ
ん。

⑧（様式４）実施体制
　提案書作成にあたり「※Ａ４版縦又は横使い３ページにまとめること。」とありますが、２
枚目以降、様式４上部にある①～⑨を削除し、全面を利用し提案してもよろしいでしょうか？

　２枚目以降は①～⑨を削除し、全面の利用が
可能です。

⑨提案書にて「※Ａ４版縦又は横使い１ページにまとめること。」と備考にありますが、
横書きで提案する際はどのようなフォーマットで記載すれば良いでしょうか？

　決められた様式の枠内であればフォーマット
を制限しません。文字等の記載内容が判別でき
るようにしてください。

⑩「特定個人情報の取扱いに関する特記仕様書　５.(３)について」
　自治体側の事務所内に作業場所を設置させて頂く事も検討可能なのでしょうか？
　その際の条件等あれば、ご教示頂きたいです。

　特定個人情報の取扱いにおいて特別な事情が
生じた場合に限り設置するものであり、基本的
には市役所内に作業場所を設置することは想定
しておりません。

⑪昨年度のふるさと納税の募集に要した費用の割合は何％でしたでしょうか？ 　33％となっております。

⑫昨年度のふるさと納税の募集に要した費用のうち、返礼品の送付に係る費用の割合
は何％でしたでしょうか？（送料比率をご教示頂きたいです） 　全体の8.5％となっております。

⑬委託料の支払について、「適法な請求を受理した日から30日以内に」とありますが
現在の委託費の支払サイクルは実態としてどのようになっているかご教示頂きたいです。
（当月上旬請求、当月下旬支払いでの対応が可能なのかご教示頂きたいです）

　翌月中旬頃に前月の実績に基づいた実績報告
及び請求書を受理し、実績報告書等の検収後、
30日以内に支払っております。

募集要項の８企画提案書の提出等の⑻
提案者を判別できる社名、文字、ロゴ等は記載しないこと。
従事者の氏名、所属、役職
等が記載されることは問題ない。
上記についての質問となります。

【質問内容】
提案者を判別できる社名、文字、ロゴ等は記載しないこと。ありますが
提案者が実施した企画内容、実績、成果物等について、実施した自治体名の記載は問題ないで
しょうか、ご教示をください。

（様式５）２配置予定の業務従事者の実績、経験等について
配置予定者が複数おり、一枚に一人を記入するとページが超過いたします。
書式のフォーマット1枚に２名をまとめて記載しても問題ございませんでしょうか。

　決められたページ数以内であれば問題ござい
ません。



質　問　回　答　書

業務名：ふるさと納税推進業務委託

№ 質問事項 回答

51

52 委託料の総額ついて上限額はあるが委託料率の上限はないという理解でよいでしょうか。 　ご認識のとおりです。

53

54

55

56
　ご認識のとおりです。

57

58

59

配送料算出のため、地域・サイズ・温度帯別の実績数または比率をご教示ください。

60

61

62

63

64

65

66

67

共同提案について、以下であれば問題ないでしょうか？

＜前提事項＞
A社：代表企業
B社：コンソーシアム締結企業
C社：再委託先企業

◆プロポーザル参加申し込み
A社＋B社の2社コンソーシアムで申請

◆企画提案書の内容
体制図　A社＋B社＋C社で構成した内容を記載
企画内容　外注予定としてC社の実績を記載

　本件の参加者は、共同提案の場合は２者まで
のグループであることが条件となります。よっ
て、実際には３者のグループであるにもかかわ
らず、そのうちの１者を再委託というかたちを
とることで、２者グループであるかのようにす
ることは、本件参加条件の趣旨を損なうことと
なるため、認められませんのでご留意ください
。
　ご質問のケースの場合、直ちに参加条件に反
するものではありませんが、体制図においても
、C社が元請けではないことが問われ、実質的
に、元請けとしての関与が認められる場合には
、参加条件に合致しないものと取り扱うことに
なります。
　なお、再委託が認められるか否かの判断は、
契約締結後に、申請をいただき、承諾が可能か
どうかで個別に判断していきます。

令和８年～令和11年の委託料上限額は参考見積書作成条件に記載している各年度寄附額で算出
すると経費率が35.2％となっています。経費率50％を下回る委託上限額を設定した趣旨をご教
示ください。

　受注者が直接管理運営を行わない「さとふる
」の業務委託料、市職員人件費、広告費用等も
経費に含める必要があるためです。

総務省の令和6年度現況調査によれば、貴庁の調達額の比率は18%ですが、今回の見積もりは約
25％で設定されています。経費見積もりの参考としてその根拠をご教示ください。

　現在も返礼品（電子クーポン等を除く）の調
達費は寄附金額の2.5割で運用しております。
　現況調査については、令和６年度受入額に占
める費用の割合となっており、返礼品を不要と
する寄附額も含まれております。

委託料率のベースにはさとふる経由の寄付額も含んでもよいという理解でよろしいでしょうか
。また、さとふるを委託料率のベースに含むことができない場合は、さとふるを除いた寄附目
標額をご教示ください。

　要求水準書４⑴に記載のとおり、受注者で対
応可能な場合は含めるものとしてください。
　寄附目標額は、参考見積書条件のとおりです
。

オフライン申請についても委託料率のベースに含まれるという理解でよろしいでしょうか。

自治体マイページは使用していますか。使用している場合、経費は貴庁負担という認識でよろ
しいでしょうか。

　本市では現在「ふるまど」を使用しておりま
す。経費は委託料（ワンストップ特例申請処理
費）に含めております。

参考見積作成条件に記載のあるワンストップ処理件数はオンラインワンストップの件数も含ん
でいますでしょうか。含んでいる場合はオンラインを除いた件数をご教示ください。

　ご認識のとおりです。
　オンラインを除いた件数については、公表を
差し控えさせていただきます。

　地域・サイズ・温度帯別の実績数や比率の内
訳については集計しておらず把握しておりませ
ん。なお、見積書作成条件上の配送料は、平均
値として966円としていますので参考としてく
ださい。

現在掲載している返礼品データ（ページ・画像、その他）等の著作物の権利は貴庁に帰属して
いますでしょうか。現在の受託事業者に帰属している場合引き継ぎは可能でしょうか。

　ポータルサイト上のデータについては、受託
事業者の責任のもと全受託事業者から引継ぎ可
能となっております。

返礼率をどのように設定していますか。返礼品ごとに決定しているか、統一した基準があるか
ご教示ください。また、貴庁の平均返礼率をご教示ください。

基本的に返礼品の調達費は当該寄附金額の2.5
割とし、電子クーポン等は３割としております
。なお、平均返礼率については、公表を差し控
えさせていただきます。

令和6年度の広告費の実績について、媒体ごとの費用内訳をご教示ください。 　委託料の範囲内で実施しており、その内訳に
ついて公表は控えさせていただきます。

令和11年度見込み金額を達成するに当たって現在抱えている業務上の課題感をご教示ください
。

　市の地場産品はもとより、地場産業の振興に
寄与するため、市内で提供される宿泊・体験メ
ニュー等の充実を諮ることに加え、本市の魅力
をより効果的に発信していくことを主な課題と
とらえております。

令和6年度実績で返礼品トップ10の寄付件数・金額をご教示ください。

　寄附件数の上位から、馬肉（馬刺し）、米（
コシヒカリ）、米（ミルキークイーン）、米（
食べ比べ）、旅行（クーポン・ポイント）、果
物類（柿）、日本酒（日本酒セット）、米（福
、笑い）、旅行（宿泊券）、調味料・油（味噌
）の順となっております。
　なお、個別の寄附額及び件数については、公
表を差し控えさせていただきます。

過去3年間の返礼品数と返礼品事業者数の推移をご教示ください。

令和４年度　23事業者、238点、
令和５年度　47事業者、319点、
令和６年度　53事業者、383点　となっており
ます。

過去3年間の寄附者のリピート率(又は人数)をご教示ください 　約10％となっております。

過去3年間のジャンル別の構成比をご教示ください。

　上位5つについては、下記のとおりです。

令和４年度
日本酒（日本酒セット）17.7%
米（コシヒカリ）15.1%
果物類（柿）12.0%
旅行（宿泊券）8.0%
米（ミルキークイーン）6.4%

令和５年度
馬肉（馬刺し）34.0%
米（コシヒカリ）12.3%
米（ミルキークイーン）7.4%
旅行（クーポン・ポイント）6.9%
果物類（柿）6.2%

令和６年度
馬肉（馬刺し）39.5%
米（コシヒカリ）17.2%
米（ミルキークイーン）8.8%
米（食べ比べ）7.7%
旅行（クーポン・ポイント）4.7%



質　問　回　答　書

業務名：ふるさと納税推進業務委託

№ 質問事項 回答

68 貴庁のふるさと納税担当者様の人数をご教示ください。 主担当者は１名となっております。

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

グループ協定書に「当グループの取引金融機関は、＿＿＿＿＿銀行とし、グループの名称を冠
した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。」とあるが、グループ名を代表
会社名とした場合、代表会社の口座を取引口座とすることは可能でしょうか。

　グループ協定書第11条で示すとおり、グルー
プの名称を冠した代表者名義の別口預金口座に
よって取引するため、別口の口座をご準備くだ
さい。

本グループの企業について、貴市への納税を完納しているが、貴庁の直近の納税証明書発行が
早くとも11月末であり、納税証明書が取得できない状態です。入札参加資格の登録に必要であ
るが、当該企業の責によらない事情により登録できない場合はどのようにすればよろしいでし
ょうか.

　会津若松市税の納付が納税証明書に反映でき
ない場合については、反映前の納税証明書に加
えて、納税したことが分かる領収書や口座から
引き落とされた部分の写し等で、入札参加登録
の申請を行うことが可能です。

募集要項の3 参加資格要件(2)に「…会津若松市競争入札参加資格及び審査等に関する規程(平
成 16年会津若松市告示第 90 号)第5条の規定に基づき作成した名簿(以下「資格者名簿」とい
う。)に登録されていること。」と記載されています。「入札参加を希望する業種」は特に指定
されておらず、資格者名簿に登録されていればよいという理解でよろしいでしょうか。

　ご認識の通りです。
　入札参加資格の登録業種については、貴社の
希望する業種に最も適合するものに登録いただ
いて構いません。

一般社団法人形態のコンソーシアムは、本募集要項における「単独の法人等」に該当します
か。法人格として応募可能かどうかを確認したいです。

 一般社団法人形態のコンソーシアムは、法人
格を有する単独の法人等とみなします。

上記72 が「単独の法人等」に該当する場合、コンソーシアム内の会員による業務分担は再委託
に当たりますか。また、再委託に当たらない場合、会員の実績を企画提案書に記載してよいか
確認したいです。

　一般社団法人形態のコンソーシアム内での業
務分担は再委託にあたりません。
　一方で、会員の実績は、一般社団法人形態の
コンソーシアムとしての実績ではありませんの
で企画提案書記載の対象とはなりません。

コンソーシアムが単独で応募する場合、会員企業が担当する業務分担が再委託に該当しない
とすれば、特定の会員企業の業務分担が50%を超えてもよいのでしょうか。

　コンソーシアム内部での業務分担は再委託に
は当らないため、委託料総額に占める割合は問
いません。

募集要項に記載されている「再委託可能な業務の一部」について、再委託費以外にその範囲や
解釈があれば確認したいです。

　業務の全部又は主たる部分については、再委
託は禁止となり、再委託する内容が問われるこ
とになります。
　なお、再委託が認められるか否かの判断は、
契約締結後に申請をいただき、承諾が可能か
どうかで個別に判断していきますが、再委託と
して提案する場合には、主たる部分に当たらな
いことを明確にしてください。

上記72 が「単独の法人等」に該当しない場合、コンソーシアムとその会員企業による2者での
グループ応募は可能ですか。申請者の重複に該当するのか、「グループ構成員は最大2者まで」
との規定との関係を確認したいです。

　上記72のとおり、単独の法人等に該当します
。
　また、コンソーシアムとその会員企業による
グループとしての参加は可能です。

コンソーシアムが単独で応募する場合、会員企業が単独又はグループで他のプロポーザルに
参加することは可能でしょうか。また、不可能な場合に、コンソーシアムが単独で応募するに
あたって、会員企業が他のプロポーザルに参加しないことについて事前の確認など、何かしら
の対応が必要でしょうか。

　コンソーシアムにおける「会員企業」がどの
ような形態なのかにより異なりますが、コンソ
ーシアムを構成する構成員として判断される場
合には、募集要項３⑸に示すプロポーザルに参
加する他の者と人的関係（共同企業体とその構
成員）があるものとみなされるため、コンソー
シアムと会員それぞれが両者ともに参加するこ
とはできません。
 参加しないことについて、発注者として事前
の確認を求めるものではありませんが、仮に両
者が参加した場合には、両者ともに無効又は失
格となります。

想定よりも多くの寄付が募った際に委託費の上限額が引き上げられるケースをご想定
されているでしょうか。もしくは事業途中で当初予定の寄付金額に達した場合に新規
受付を中断するような対応となるのでしょうか？

　募集要項で示す委託料は、参考見積書作成条
件に基づき仮定したものであり、変動するもの
です。
　また、寄附額に伴い寄附の受付を中断するこ
とは想定しておりません。
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